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経済倫理学の新 たな展開

永 合 位 行

近 年 の ドイ ツ語圏 におけ る経 済倫 理学 の研 究 を代表 す る論者 と して,P.コ ス ロ フ

ス キー,P.ウ ル リッヒ,1.ピ エス が い る。 コス ロ フス キーは,伝 統的 な 自然法論

に依 拠 した 「倫 理経済 学」 の体系 を構 想 し,ウ ル リッ ヒは,討 議倫 理学 に依拠 した

「統合 的 経済 倫理 学」 を築 き上 げ よ うとす る。最 後 に,ピ エ スは,経 済学 の 方法 を

全面 的 に取 り入 れた 「規範 的制度 経済 学」 を構 想 す る。本 稿 では,こ れ ら三人 の論

者 が 目指 す経済 倫理 学 を比較検 討 す る ことに よ って,今 日求 め ちれ て いる経 済社 会

の新 た な枠 組 み を見 いだす ための視 点 が提起 され る。

キ ー ワ ー ド 経 済 倫 理 学,P.コ ス ロ フ ス キ ー,P.ウ ル リ ッ ヒ,1.ピ エ ス

1は じ め に

「大転換の時代」 と呼ばれるように,今 日,経 済社会の枠組みが大きく変わろうとしてい

る。共産主義体制の崩壊 とグローバル化の進展,環 境問題の深刻化,福 祉国家の行 き詰まり,

これ らはいずれ も,既 存の経済社会体制がすでに限界に達 してお り,新 たな秩序枠の形成が

求め られていることを示 している。このような大転換の時代 にあっては,時 代の流れを的確

に把握するとともに,あ るべ き価値や規範に立ち帰 り,新 たな経済社会の枠組みを根本的に

問い直す必要がある。だが,価 値判断排除の立場か らできるかぎり価値的ない し規範的な諸

要素 を排除 し,純 粋に経済的な現象の分析 に特化 してきた伝統的な経済学,い わゆる 「純粋

経済学」(reineOkonomie)の 枠組みの下では,こ の課題に応えることはできない。む しろ今

日,求 められているのは,あ るべ き価値や規範そのものの検討 を内に含んだ綜合的な学問体

系,す なわち 「経済倫理学」(Wirtschaftsethik),に ほかならないのである。

こうした時代 の要請 とともに,経 済学の世界において,経 済倫理学への関心が急速に高ま

ってきている。その動きは,「経済倫理学の再興」あるいは 「経済倫理の復権」と呼ぷにふさ
1}

わしい ものである。本稿の対象 とする ドイツ語圏においても,経 済倫理学 に関する研究は大

きな流 れ となって きてお り,と りわけ1980年 代以降は,「成長部門の倫理」(Wachstums-

brancheEthik)と 呼ばれるほどにまでその研究は進展 してきているのである。こうした動き

のなかで,近 年の ドイツ語圏における経済倫理学の研究方向として,と りわけ三つの流れが
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注 目 され る。 第 一 は,伝 統 的 な 自然 法 論 に依 拠 しつ つ,経 済 倫 理 学 の体 系 を築 い て い こ う と

す る もの で あ る が,こ れ は,経 済 倫 理 学 に お け る伝 統 的 な 研 究 方 向 とい う こ とが で き る。 こ

の立 場 に立 っ た研 究 は 数 多 く存 在 す るが,そ の 体 系 性 とい う点 で と りわ け注 目す べ き研 究 と

して,P.コ ス ロ フス キ ー(P.Koslowski)の 「倫 理 経 済 学 」(EthischeOkonomie)の 構 想 を

あ げ る こ とが で き る。 第二 は,J.ハ ーバ ー マ ス(J.Habermas)に よ って 打 ち立 て られ た 「討

議 倫 理 学 」(Diskursethik)を も とに経 済 倫 理 学 の 体 系 を構 築 しよ う とす る もの で あ る。 こ の

代 表 的 論 者 と して は,「 統 合 的経 済 倫 理 学 」(lntegrativeWirtschaftsethik)を 構 想 す るP.ウ

ル リッ ヒ(P.Ulrich)を あ げ る こ とが で き る。最 後 に,第 三 の流 れ と して,経 済 学 の 手 法 を 全

面 的 に 取 り入 れ,独 自の経 済 倫 理 学 の体 系 を築 い て い こ う とす る人 々 が い る。「規 範 的 制 度 経

済 学 」(NormativeInstitutionen6konomik)を 構 想 す るLピ エ ス(1.Pies)が そ の代 表 で あ

る。

本 稿 の 課 題 は,近 年 の ドイ ツ語 圏 に お け る経 済 倫 理 学 研 究 を代 表 す る これ ら三 人 の 論 者,

す な わ ち コス ロ フ ス キ 「 ウル リ ッ ヒ,ピ エ ス の研 究 に焦 点 を あ て,そ れ ら を比 較 検 討 す る

こ とに よ って,経 済 社 会 の 新 た な枠 組 み を見 い だ す た め の 視 点 を提 起 す る こ とに あ る。 む ろ

ん,三 人 の 論 者 は そ れ ぞ れ に きわ め て 体 系 的 な議 論 を展 開 して お り,そ の 全 体 像 を こ こ で す

べ て紹 介 す る こ とは で き な い。 以 下 で は,本 稿 の 問題 意 識 に即 して,と りわ け(1)そ れ ぞ れ

の 論 者 が 現 代 とい う時代 を どの よ うに と らえ て い るの か,(2)そ れ ぞ れ の 論 者 が あ るべ き経

済 社 会 の 枠 組 み を どの よ う に構 想 して い る の か,の 二 点 に しぼ っ て,三 人 の議 論 を整 理 して

い くこ とに す る。

2P.コ ス ロフスキーの倫理経済学の試み

2.1近 代 か らポ ス ト ・モ ダ ンヘ

コ ス ロ フ ス キ ー は,自 ら の 倫 理 経 済 学 を 「ポ ス ト ・モ ダ ン の 経 済 学 」(post・moderne

Okonomie)と も呼 ん で い るが,こ の こ とか ら もわ か る よ うに,か れ は,現 代 とい う時 代 を近

代 か ら ポ ス ト ・モ ダ ンへ の 転 換 期 と して位 置 づ け,近 代 を超 克 した ポ ス ト ・モ ダ ンの 経 済 社
2)

会 の 枠 組 み を明 らか に して い こ う とす る。 で は,か れ が 乗 り越 え よ う とす る近 代 と は,い か

な る時 代 で あ るの か 。 か れ は,近 代 の特 質 を さ ま ざ まな 角 度 か ら明 らか に して い るが,こ こ

で は ウル リ ッ ヒ とピ エ ス との 比 較 検 討 とい う側 面 か ら,近 代 に 関 す るか れ の 議 論 を ま とめ る

3}
こ と に しよ う。

コス ロ フ ス キ ー が,近 代 の特 徴 と して と りわ け 強 調 す る もの に ,「 絶 対 的 な る理 性 支 配 」
4)

(absoluteVernunftherrschaft>が あ る。 す な わ ち,近 代 に お い て は,人 間 理 性 に た い し絶 大

な る信 頼 が お か れ,人 間 理性 の 審 判 に 耐 え得 ぬ もの は な ん で あ れ,根 拠 を もた な い もの,非

合 理 的 な も の と し て 否 定 さ れ る こ と に な っ た の で あ る。 い わ ゆ る 「合 理 主 義 」
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(Rationalismus)の 出 現 で あ る。こ の合 理 主 義 の 下 で は,中 世 以 来 の伝 統 的 な価 値 や 規 範 が 退

け られ る と と も に,同 じ く近 代 を特 徴 づ け る もの と して 「価 値 主観 主 義 」(Wertsubjektivi・
　ラ

smus)の 考え方が生み出 されてくることになる。すなわち,あ らゆる価値は主観的な ものに

す ぎず,万 人が従わなければならない普遍的価値など存在 しない,と 考えられるようになる

のである。だが,こ のように して普遍的価値の存在が否定される以上,近 代において実現 さ

れる合理性は,け っして 「価値合理性」(Wertrationalitat)を 意昧するものではない。とい う

の も,普 遍的価値の否定は,目 的その ものの合理性を問うことを不可能にするか らである。

それゆえ,近 代 における合理性は,「目的合理性」(Zweckrationalitat)し か意味 していない。

すなわち,そ れは,各 人が主観的に設定 した目的を,も っとも効率的に達成するための手段

選択の合理性 にす ぎないのである。

この ような合理主義 にもとつ く普遍的価値の否定は,社 会における経済の位置にも大 きな

変化をもたらすことになる。コスロフスキーの言う 「社会的 ・文化的規範か らの経済関係の

解放」(Herausl6sungderwirtschaftlichenBeziehungenausdensozialenundkulturellen の

Normen)あ るいは 「経済の自律化」(AutonomisierungderWirtschaft)で ある。いまや伝

統的な価値や規範の拘束から解放された個人は,市 場経済の下,ひ たすら自らの経済的利益

を追求す るようになる。人々は,な ににもまして経済的利益の拡大 を優先 し,そ の結果,社

会的な地位や評価 もまた,市 場 での経済成果によって測 られるようになる。「経済主義」

(Okonomismus)の 時代 といわれるように,ま さに社会全体が経済によって規定 されて くる

のである。

近代においては,こ うした合理主義 と経済主義に支えられて,科 学技術の急速な進歩と未

曾有の経済発展が実現 され る。だが,そ の成果は同時に,科 学 と技術の無限の力への信仰 を

も生み出 して くる。技術中心主義的な進歩主義の思想 として特徴づけられるように,科 学 と

技術の力によって解決 されないような問題 はもはやな く,ま さに人間による自然の完全な支

配 と無限の経済成長が可能であると信 じられるようになるのである。

以上のような特徴 をもつ近代 という時代 は,コ スロフスキーによれば,す でにその限界に

達 している。時代 はすでに,近 代からポス ト・モダンへ と大 きく動きつつあるのである。コ
の

スロフスキーは,そ の兆候 としてとりわけ二つの点を指摘する。一つは,資 源 ・環境問題の

深刻化である。経済成長に必要な資源やエネルギーには限 りがあ り,ま た,経 済成長は自然

環境の破壊や人間の健康被害 といった著 しい副作用を伴わざるを得ないことが,だ れの目に

も明らかになってきたのである。経済主義 あるいは進歩主義にたいする,さ らには人間理性

にたいする自然の限界 ということができる。いま一つは,豊 かな社会が未曾有の経済発展に

よって実現されたことにより,近 代において失われていった人間的な価値や精神的な価値 を

あらためて求めていこうとする態度が,人 々の間に急速に広まってきていることである。 こ



52 第191巻 第5号

の変化は,経 済的には生産の面で も消費の面で も見てとることができる。生産面では,そ れ

は,労 働意識の変化 となって現れてきている。すなわち,人 々は,労 働をたんに貨幣獲得の

ための手段 として見るのではな く,「働 くこと」の社会的意味やその社会的価値 をより重視す

るようになってきているのである。一方,消 費の面では,人 々が物質的に満たされて きたこ

とから,大 量消費財か ら美的 ・文化的に洗練 された消費財への消費行動の変化が生 じてきて

いる。いわゆる量か ら 「生活の質」への変化である。 このように,近 代 という時代 は,自 然

の限界にくわえ,人 間の内面的な限界にもぶつかっているということができるのである。

2.2ポ ス ト・モダンにおける経済社会の枠組み

以上の ように,コ スロフスキーによれば,近 代 という時代はすでに終わりを告げ,時 代 は

近代か らポス ト・モダンへ と大 きく転換 してきている。では,こ のポス ト・モダンの時代 に

求められる新たな経済社会の枠組み とはいかなるものであろうか。この問いに答 えるにあた

って,か れは,「歴史の経過 と流れのなかには,人 間行為のネッ トワークのなかで実現 されね
8)

ばならない文化の客観的規範が存在する」 との基本的立場に立ち,こ うした客観的規範ない

し価値 を 「人間と事物の本性」に立 ち帰 り根拠づ けていこうとする。「人間と事物の本性」に

もとつ いてあるべき価値や規範 を根拠づけてい くや り方は,ま さに伝統的な自然法論にコス

ロフスキーが依拠 したことを意味 しているが,そ のことは同時に,か れが,近 代 を特徴づ け

た 「価値主観主義」の考えを明確 に否定 したことを意味 している。では,コ スロフスキーの

言 う 「人間 と事物の本性」,と りわけ 「人間の本性」とはいかなるものであろうか。かれによ
9)

れば,人 間の本性は,そ の 自律性 に求め られる。すなわち,人 間とは,か れが 「エンテレキ

ー的 自己」(entelechialesSelbst)と 呼ぶように,自 らの目的を主体的に設定 し,そ の 目的 を

実現するために自らを律 し,そ うすることで自らを高め,自 己を実現 してい くことのできる

存在なのである。人間がこの ように,自 己実現 をはかることのできる主体的存在であるから

こそ,各 人には自己実現をはかるための最大限の自由が保障 されなければならない。だが ,

自由は,社 会が守 らなければならない唯一の価値ではない。 というの も,各 人は,他 者から

切 り離され孤立 したなかで,自 己実現 をはかることはできないからである。むしろ,人 間は,

他者 とのかかわ りのなかで,他 者に支えられながら,自 己を実現 してい くことのできる存在

なのである。だとするならば,人 と人 との社会的結びつ きを維持 し,育 成 してい くための,

連帯性や社会的正義 といった価値 もまた,人 々によって尊重 されなければならない普遍的価

値 となる。このように,コ スロフスキーは,人 聞のもつ個人的本性 と社会的本性 とい う二重

の人間本性にもとついて普遍的価値を根拠づ けていこうとする。これこそ,か れの言う 「人

格主義」(Personalismus)の 立場にほかならないのである。

このような人格主義の立場に立って,コ スロフスキーは,あ るべ き経済社会の枠組みを明
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らかに してい く。すなわち,か れはまず,人 間の本性に適合 したもの として,市 場経済 をあ
10)

るべ き経済秩序の原則的枠組み として位置づける。 というの も,市 場経済の下では,各 人の

自由な経済活動が保障 され,こ うした自由な経済活動 をつうじて,各 人は自己を実現 してい

くことがで きるからである。 しか しながら,市 場経済はけっして完全なものではない。市場

経済の下での自己配慮にはもちろん限界があり,各 人は単独で生活のあらゆるリスクに対処

してい くことはできない。その場合には,連 帯性 にもとつ く人々の間の自発的な助け合いの

システムが求め られることになる。近年,国 家と個人の問に位置するこうした中間的な連帯

的組織 の重要性が高まって きているが,コ スロフスキー もまた,自 己配慮を補完するもの と
11)

して,こ の連帯的組織の必要性を強 く訴えてい く。だが,こ うした助け合いのシステムによ

ってすべての問題が解決 されるわけではない。かれによれば,「完全に脱政治化された社会は

フィクションであ り……経済が完全なものとなった社会や完全に道徳化 された社会 といった
12)

国家のなき社会など存在 しない」のである。こうした認識 にもとついて,か れは,国 家をポ

ス ト・モダンの経済社会 においても必要不可欠な もの として位置づ ける。だが,こ こで必要

とされる国家は,人 々の生活をあらゆる面で保障 していこうとする福祉国家ではない。かれ
13)

の福祉国家にたいす る批判は,痛 烈である。 というの も,福 祉国家の下での国家による手厚

い生活保障 は,自 己配慮の精神を侵食するものにほかならないからである。国家が手厚い生

活保障を行 うほど,人 々は自己責任の意識を喪失 し,ま す ます国家に依存 した生活 をお くら

ざるをえな くなる。 この ような考えから,コ スロフスキーは,国 家の役割を,い わゆる 「補

完性の原則」(Subsidiaritatsprinzip)に もとついて限定 していこうとする。補完性の原則 と

は,上 位の共同体の,下 位の共同体ない し成員にたいする関係 は 「補完的」なものでなけれ

ばならないというものであるが,こ の原則 にもとづ き,ポ ス ト・モダンの社会では,ま ず も

って各人の自己配慮が尊重される。こうした自己配慮が困難な場合には,集 団的解決がはか

られるが,そ の場合でも,ま ずは人々の間の連帯的な助け合いによる解決が優先される。国

家の課題は,こ うした連帯的組織によっても解決できない問題の克服に限定 され,そ の役割

は,あ くまで補完的なものにとどまらねばならないのである。

以上のように,コ スロフスキーは,補 完性の原則に もとつ く経済社会の枠組みを構想する。

しか し,こ こで注意すべ きは,こ うした秩序枠が形成 されるだけで,近 代における諸問題が

克服 されるとかれが考えているわけではない,と いうことである。かれによれば,倫 理の役

割を等閑視 し,経 済社会のあらゆる問題 を制度の改革のみによって解決することができると

主張することは,技 術的思考にとらわれた近代の悪 しきイデオロギーにほかならないのであ

る。近代 において失われていった人々の倫理性 をいま一度回復すること,す なわちかれの言

う 「産業社会の再倫理化」(ReethisierungderIndustriegesellschaft)が はかられねば,近 代
14)

を超克することなどできないのである。だが,人 々の倫理性は,ど のように して回復するこ
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とができるのであろうか。ここにおいてコスロフスキーは,人 間理性の限界をとき,倫 理 を

保証するものとしての宗教,と りわけかれの場合 にはキ リス ト教の役割をきわめて重視する。

かれによれば,「交換 と倫理的自己決定によって調整をはかる個人主義的な社会秩序は,こ の

社会の成員の大部分によって分 け持たれている宗教的基本確信なしには生 き残 り不可能なの
15)

である」。

3P.ウ ル リッヒの統合的経済倫理学の試み

3.1初 期 モ ダ ン か ら成 熟 した モ ダ ンヘ

ウル リ ッ ヒの近 代 に た い す る批 判 は,コ ス ロ フス キ ー に劣 らず 厳 しい 。 ウル リ ッ ヒ も また,

近 代 に お い て経 済 が 自律 化 し,社 会 全 体 を規 定 す る よ う に な っ た現 実 を,経 済 シ ス テ ム に よ

る 「生 活 世 界 の植 民地 化 」(KolonialisierungderLebenswelt)と 呼 び,痛 烈 に 批 判 し て い
16)

る。 しか しな が ら,近 代 か らの 転 換 点 に あ る現 代 とい う時 代 を どの よ う に位 置 づ け るか,と

い うこ とに 関 して は,ウ ル リッ ヒ は,コ ス ロ フ ス キ ー の ポス ト ・モ ダ ンの 考 え を 明確 に否 定

して い る。 そ の 背 後 に は,近 代 に な っ て解 放 され た人 間 理 性 に た い す る両 者 の 基 本 的 な 立 場

の 違 いが あ る。 そ こで,こ こで は こ の点 に 焦 点 を あ て な が ら,ウ ル リッ ヒの 時 代 認 識 を見 て
17)

い くこ とに し よ うo

ウル リ ッ ヒ に よれ ば,言 葉 の 真 の意 味 で の 「モ ダ ン」(Modeme)と い う概 念 は,伝 統 的 な

18)

拘 束 か ら の 人 間 理 性 の 解 放 を 意 味 す る。 こ の 伝 統 的 な 拘 束 か ら の 「解 放 プ ロ セ ス 」

(Emanzipationsprozess)は,ま さ に近 代 と と もに始 ま る。だ が,近 代 にお い て実 現 され た 合

理 性 は,コ ス ロフ ス キ ー も また 指 摘 す る よ う に,手 段 選 択 の 合 理 性,つ ま リウル リ ッ ヒの 言

う 「技 術 的 合 理 性」(techinischeRationalittit)で しか な い 。 い か な る 目的 で あれ,そ の 目的

が 価 値 的 に あ るい は倫 理 的 に正 当 な もの で あ るか ど うか は,も は や 問 わ れ な い。 そ の 目的 を

達 成 す る た め に い か な る手 段 あ る い は戦 略 を と る こ とが もっ と も合 理 的 な の か,と い う意 味

で の 合 理 陛の み が ひ た す ら求 め られ る の で あ る。 しか しなが ら,ウ ル リッ ヒ に よ れ ば,技 術

的 合 理 性 は,合 理 性 の 一 面 で しか な い。 合 理 性 に は,い ま一 つ の合 理性,す な わ ち か れ の 言

19)う 「
コ ミュニ ケ ー シ ョン的 合 理 性 」(kommunikativeRationalitat)が 存 在 す るの で あ る。

コ ミュニ ケ ー シ ョン的 合 理性 と は,人 々 の 間 で 社 会 的 対 立 が生 じた と き,そ れ を社 会 的 力

関係 で 解 決 す るの で は な く,対 等 な人 間 同 士 の 理 性 的 コ ミュ ニ ケ ー シ ョン をつ う じて,倫 理

的 に よ り正 当 な解 決 を見 い だ して い こ う とす る合 瑠 生に ほか な らな い 。 そ れ ゆ え,こ の コ ミ

ュ ニ ケ ー シ ョ ンに参 加 す る 人 間 は,他 者 と対 話 し,倫 理 的 に よ り良 い根 拠 を もっ た解 決 で あ

れ ば,そ れ をつ ね に 受 け入 れ る用 意 の あ る倫 理 的 理 性 を もっ た存 在 で な けれ ば な らな い 。 こ

う した倫 理 的 理 性 を も っ た あ らゆ る人 問 が参 加 す る 開 か れ た 「コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ン共 同 体 」

(Kommunikationsgemeinschaft)に お いて 根 拠 づ け ら れ た 価値 こ そ が,す べ て の 人 間 に妥 当
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す る普 遍 的 な価 値 とい う こ とが で きる の で あ る。 もち ろ ん,こ こ で言 う コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ン

共 同 体 は,け っ して現 実 の もの で は な い。 そ れ は,あ くまで 「理 念 的 コ ミュ ニ ケ ー シ ョン共

同 体 」(idealeKommunikationsgemeinschaft)に とど まる。 しか し,こ の 理 念 的 コ ミュニ ケ

ー シ ョン共 同体 は
,完 全 に は実 現 し えな い とは い え,現 実の コ ミ ュニ ケー シ ョ ン共 同 体 の も

つ 限 界 を批 判 的 に 明 らか に す る と と も に,そ の 目指 す べ き方 向 を指 し示 す 「規 制 的 理 念 」

20)(
regulativeIdee)と して 位 置 づ け る こ とが で き るの で あ る。

ウル リッ ヒ に よれ ば,技 術 的 合 理 性 を ひ た す ら追 求 して き た近 代 とい う時代 は,あ くまで

「初 期 モ ダ ン」(FrUhmoderne)に す ぎな い。理 性 を伝 統 的 拘 束 か ら解 放 す るモ ダ ン の合 理化

能 力 は,け っ して技 術 的 合 理 性 で くみ 尽 く され る もの で は な い 。 合 理 化 の プ ロセ ス は,社 会

的 力 関 係 か ら理 性 を解 放 す る コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン的 合 理 性 へ と さ らに進 化 して い か な け れ ば

な ら な い。 技 術 的 合 理 性 の優 位 か ら コ ミュニ ケ ー シ ョン的 合 理 性 の 優 位 へ と移 る こ と に よ っ

て,は じめ て モ ダ ン は完 成 され,「 成 熟 した モ ダ ン」(reifeModerne)へ と達 す る こ とが で き
21)

る の で あ る。

この よ うに ウ ル リッ ヒは,人 間 理 性 に 深 い信 頼 を寄 せ る。 こ の こ とは,か れ が 自 らの 統 合

的 経 済 倫 理 学 を 「経 済 行 為 の 理 性 倫 理 学 」(VernunftethikdesWirtschaftens)と 称 した こ と

か ら も,明 らか で あ る。 こ う した立 場 を と るか れ に と って,人 間 理 性 の 限 界 を と き,「 モ ダ ン

の デ ィス クル ス 的 理 性 の 完 成 な ど と い う こ と は可 能 な こ とで は な い し,ま った くそ の必 要 も
22)

な い … …絶 対 者 の協 力,つ ま り 『神 の 関 与 』 な しに は歴 史 は 完 成 しな い で あ ろ う」 とす る コ

ス ロ フ ス キ ー の 「ポ ス ト ・モ ダ ン」 の 考 え は,断 じて受 け 入 れ られ な い もの と な る。 ウル リ

ッ ヒ は,ポ ス ト・モ ダ ンの 考 え につ い て,次 の よ うに 痛 烈 に批 判 して い る。 「歴 史 的 に逆 行 的

な進 歩 理 念 は,そ れ が 好 ん で 『ポ ス ト工 業 的 』 とか 『ポ ス トモ ダ ン的 』 とか を 自称 す る に し

て も,社 会 発展 の工 業 以 前 の,そ れ ど こ ろ か 一 部 に は近 代 以 前 の 段 階 へ の後 退 の な か に進 歩

を求 め る。 … … 『い なか で の 単純 な生 活 』 へ の逆 行 的 な その 思 慕 か ら は,ノ ス タ ル ジ ック な
23)

もの は 得 られ て も,ユ ー トピア 的 な もの は得 られ な い の で あ る 」。

3.2人 間の条件 とあるべき経済社会

これまで述べてきたことから明らかなように,コ スロフスキー と同様,ウ ル リッヒもまた,

近代に支配的な 「価値主観主義」の考えを明確 に退け,普 遍的価値の根拠づ けに取 り組んで

いこうとする。コスロフスキーの場合には,自 然法論に依拠 し,「人間の本性」にもとついて,

普遍的価値の根拠づけがおこなわれた。一方,ウ ル リッヒの場合には,ハ ーバーマスを代表

とする討議倫理学の立場に もとづ き,普 遍的価値の根拠づけは,コ ミュニケーション共同体

での理性的 コミュニケーションにゆだね られることになる。それゆえ,か れの立場からすれ

ば,あ るべ き経済社会の枠組み もまた,こ の理性的コミュニケーションをつうじて明らかに
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され ることになる。 しか しながら,こ のことは,ウ ル リッヒが普遍的価値の根拠づ けならび

にあるべ き経済社会の枠組みについて,な にも語らないことを意味するものではない。む し

ろかれは,社 会が満たさなければならない最低限の倫理的条件 を明 らかに し,そ の条件にも

とつ いてあるべ き経済社会の枠組みについて一定の主張 をしていこうとするのである。

では,そ の倫理的条件 ζはいかなるものであろうか。それは,理 念的 コミュニケーション

共同体の議論から明らかなように,人 々の文化的基盤がいかに異なっていようとも,少 な く

とも倫理的理性 を有するか ぎり,あ らゆる人間によって承認 され受け入れられうるものでな

ければならない。そのために,ウ ル リッヒは,こ の倫理的条件 を 「人間の条件」(Condito
24}

humana)に 立ち帰って根拠づ けていこうとするのである。だが,こ うした手法 をとることに

よって,か れの 「人間の条件」に関する議論は,コ スロフスキーの 「人間の本性」に関す る

議論 ときわめて類似 したものとなっている。すなわち,ウ ル リッヒもまた,コ スロフスキー

と同様,人 間が入間である条件 を,ま ず第一にその自律性に求める。人間が自律 した存在で

ある以上,各 人が目指す 「善 き生活」(gutesLeben)の 具体的内容の決定は,そ れぞれの人間

の自由に委ね られなければならない。それは,そ の ときどきの文化的基盤に もとづ きなが ら,

それぞれの人間が主体的に決定すべきものなのである。 このようにウル リッヒは,ま ず もっ

て人間の自律性を強調するが,議 論はそれで終わるわけではない。かれは,同 時に,人 間 と

人間との結びつ きをも強調 し,こ の点で も,コ スロフスキーの考えと一致する。ただ し,ウ

ル リッヒの場合には,こ の他者 との関係 について,人 間のもつ 「観念上の役割交換の能力」

(FahigkeitzumgedanklichenRollentausch)が とりわけ強調され,そ こから独自の議論が
25)

展開されて くることになる。すなわち,人 間は,観 念の上で他者の立場に立つことで,他 者

の行為 を理解することができるとともに,他 者の目を通 して自分 自身の行為 を批判的に省察

することがで きるのである。この自己批判的省察のなかでは,自 己と同じく自由で自律 した

存在である他者の尊厳,す なわち他者の基本的人権 を傷つけるような行為は,け っして正当

化されるものではない。それゆえ,各 人は自律 した存在 として自らの基本的人権 を尊重す る

よう他者に要求する権利 をもつ とともに,他 者の基本的人権 を尊重 し傷つけないという倫理

的義務をももっているのである。人間の条件か ら根拠づ けられるこのような 「同 じ尊厳をも

った存在 としての自律的人格の相互承認」(gegenseitigeAnerkennungautonomerPersonen

alsWesengleicherWUrde>こ そが,「 人間の公正な共同生活」(gerechtesZusammenleben

derMenschen)を 実現す るために最低限必要な倫理的条件にほかな らないのである。この倫

理的条件には,先 に述べた善き生活の形態の決定の 自由 もまた服 さなければならない。とい

うの も,そ の条件が満 たされないのであれば,個 人的にはいかに善き生活であったとして も,

それは社会倫理的に許 され るものではないからであるげ この ように,ウ ル リッヒは,善 き生

活の自由な決定 という 「目的論的に倫理的」(teleologisch・ethisch)な 規準とともに,そ れに
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優位 す るもの として,公 正な共 同生活に必要な倫理的条件 という 「義務論 的に倫理的」

(deontologisch-ethisch)な 規準を提起 し,こ れ ら二つの倫理的規準から,あ るべ き経済社会
26)

の枠組みを見いだ していこうするのである。

こうした倫理的視点に立ってみた場合,あ るべ き経済社会の枠組みとして市場競争の全面

的解放を主張する近年の 「市場原理主義」(Marktfundamentalismus)の 立場は,け っして受
27》

け入れ られ るものではない。 というの も,全 面的に市場化 した社会では,ウ ル リッヒが 「企

業家的生活形態」(unternehmerischeLebensform)と 呼ぷ,市 場の論理に適合 した生活形態

をとるように,人 々は強制され るか らである。それ以外の生活形態を望む者は,市 場によっ

て淘汰 され,つ いには自らの生活基盤さえも奪われてしまうことになる。それゆえ,市 場の

全面的解放は,善 き生活の形態の決定の 自由を侵す ものとなる。 くわえて,全 面化 した市場

においては,「強者の権利」のみが保証 される 「勢力原則」(Machtprinzip)が 貫徹されるこ

とから,「同じ尊厳 をもった存在 としての自律的人格の相互承認」という倫理的条件は満たさ

れず,そ の結果,弱 者の権利は奪われてしまうことになるのである。

このように,市 場の全面的解放は,ウ ル リッヒの提起 した二つの倫理的規準のいずれをも

満たす ものではない。 しか しなが ら,こ のことからウル リッヒは,市 場その ものを否定する

わけではない。む しろかれは,市 場の調整機能を高 く評価 し,現 代の ように複雑で分業化 さ

れた経済 においては,市 場が不可欠な ものであるとする。 しか し市場は,あ くまで倫理的条

件を満 たす善 き生活に役立つための手段にすぎない。すなわち,「市場経済 システムは,そ の

内部論理か ら,意 味にも正当化に も 『精通』 していない。『精通』しているのは,機 能だけで

ある。まさにそれゆえに,市 場経済 システムは,方 向を指 し示 し,正 当性 を与える規準を必
28)

要 としているのである」。

このような考えにもとづ き,ウ ル リッヒは,「市場の論理にたいする道徳性の優位」(Primat

derMoralitatvorderLogikdesMarktes)を 強 く訴える。そ して,市 場がまさに手段とし

て,倫 理的条件 を満たす善き生活 に役立つ ように,市 場の枠組みを設定 し秩序づけてい く政
　

策,す なわちかれの言 う 「ビタル政策」(Vitalpolitik)が 必要 とされるのである。ウル リッヒ

は,こ うしたビタル政策の政策主体 として国家の役割 を強調するが,し か しその国家は,な

にもか もをも引き受ける福祉国家ではない。福祉国家にたいするかれの批判 は,コ スロフス

キーに もまして強烈である。かれは,福 祉国家にたいし次のように述べている。「福祉国家が

自由社会の本質 をますます掘 り崩す恐れがあることは,確 かであると思われる。過剰で,『偽

善的』な社会国家の背後で待ちか まえているのは,お そらくそれどころか,全 体主義的な 『社

会警察国家』である。それは……市民の生活 を包括的な行政 コン トロールに服せ しめ,そ う

す ることで市民を保護監督下にお くのであって,市 民の成熟性の構造的前提 を保証するので
30)

は な い の で あ る」。
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かれによれば,な ん らかの社会的コンフリク トが発生 したとき,人 々はその解決 をただち

に国家に求めてはならない。 コミュニケーシ ョン的合理性の議論か ら明らかなように,成 熟

したモダンの下では,な ににもまして当事者間の理性的 コミュニケーションが求め られる。

国家は,当 事者のコミュニケーションをつ うじた問題の解決が不可能な場合にか ぎり,あ く

まで補完的にのみ必要 とされる。それゆえ,コ スロフスキーと同様,ウ ル リッヒの場合にも,
31)

国家の役割は,「補完性の原則」にもとつ いて限定 されてくるのである。

以上の ようにウル リッヒは,人 間の条件に立ち帰ることによって,社 会が満たさなければ

ならない倫理的条件を根拠づ け,そ の条件 をもとにあるべき経済社会の枠組みを明らかにし

ていこうとする。 しか しながら,こ うした議論の展開は,コ スロフスキーの倫理経済学の試

みにおいて示 されたように,ま さに自然法論的な思考にほかならない。討議倫理学の立場に

たつウル リッヒもまた,あ るべき価値や社会の根拠づけにあたっては,自 然法論的思考に依

拠 している。 このことは,普 遍的価値の根拠づけにあたっての自然法論の重要性 をまさに示

していると言うことができよう。

41。 ピエスの規範的制度経済学の試み

コスロフスキー とウル リッヒが,そ の立場は違 うとはいえ,い ずれ も普遍的価値の根拠づ

けに取 り組み,そ こからあるべ き経済社会の枠組みを提示 しようとする点では,共 通 してい

るということがで きる。 しかしながら,本 論の最後 に取 り上げるピエスは,こ うした経済倫

理学の手法 を真っ向から否定 し,新 たな経済倫理学の体系,す なわち規範的制度経済学をつ

くりあげようとしている。ここでも,本 稿の課題にそくしながら,か れの規範的制度経済学

の試みを見ていくことにしよう。

4.1目 的をつうじた調整から手段をつうじた調整ヘ

ビエスは,近 代を特徴づけるにあたって,そ のメルクマールを個人的行為の調整がどの よ
32)

う に お こ な わ れ る か に 求 め る。 か れ に よれ ば,個 人 的 行 為 を調 整 す る方 式 は,大 き く二種 類

に分 け る こ とが で き る。一 つ は 「目的 をつ う じた調 整 」(KoordinationUberZiele)で あ り,

い ま 一 つ は 「手 段 お よ び 手 段 制 限 を つ う じ た 調 整 」(KoordinationUberMittelund

Mittelbegrenzungen)で あ る。 目的 をつ う じた 調 整 とは,社 会 成 員 が 共 通 の 目的 な い し価 値

を共 有 す る こ とに よっ て,行 為 の調 整 が お こ な わ れ る こ と を意 味 し,「手 段 お よび 手 段 制 限 を

つ う じた調 整 」 とは,各 人 は そ れ ぞ れ 独 自の 目的 を追 求 す るが,そ の 目的 を 達 成 す る た め の
し

手段に関する共通の規則や制度 をつ くることによって,行 為の調整がおこなわれることを意

味する。かれによれば,近 代以前の社会においては,伝 統的な価値や規範が社会成員に分け

持 たれてお り,そ れゆえ目的をつうじた調整がおこなわれていたということができる。 しか
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しなが ら,近 代 においては,か れが 「多元主義の事実」(FaktumdesPluralismus)と 呼ぶよ

うに,人 々の目的や価値観がきわめて多様 とな り,そ の結果,共 通の価値や規範 を人々が共

有することは,も はや不可能になっているのである。このような認識か ら,か れは,中 世か

ら近代への転換,す なわち近代化のプロセスを,目 的をつうじた調整から手段 をつ うじた調

整への転換 としてとらえる。 しか も,か れによれば,こ の近代化のプロセスは逆転不可能な

ものであり,そ れゆえ,「多元主義の事実」をまずもって不可避的なものとして受け入れるこ

とが必要 とされるのである。

このような認識にたつ とすれば,多 元主義の時代にあって,コ スロフスキーやウル リッヒ

の ように,普 遍的価値の根拠づけをおこなうことは,ま った く意味をもたないものとなる。

というの も,い かに価値の根拠づけをおこなった ところで,そ の価値がすべての成員の合意

を得ることは不可能であ り,価 値のコンフリク トを解消することなどで きないからである。

これに関 して,ピ エスは次のように述べている。「た しかに,幾 人かの市民が……そうした権

威主義的要請をわが ものとしうるということは,排 除されていない。けれ ども,そ うした要

請が広 く受け入れ ちれ うるということは,排 除 されている。 というの も,… …近代の,つ ま

り世俗化され多元化された,民 主制においては,善 き根拠 としてより所 にす ることが一般的
33)

に承認され るような権威は,存 在 しないからである」。

ピエスによれば,近 代社会の特徴 はこのように,目 的をつ うじた調整が不可能になった点

に求められる。だが,そ れだけではない。かれが近代社会の特徴 としていま一つ重視する点

は,社 会が大規模化 し,人 々の相互依存関係が匿名で概観不可能なほどにまで広がったこと
34)

にある。 このような社会においては,各 人は,自 らが とった行為がいかなる社会的結果 をも

たらすかをもはや知ることはできない。 というの も,い かなる社会的結果が もた らされるか

は,無 限に多数の他者の行為に依存 して くるからである。それゆえ,近 代の社会では,ピ エ

スが 「社会的デ ィレンマ」(sozialesDilemma)と 呼ぶ,「意図 した行為の意図せざる結果」が

帰結せざるをえない。そ して,こ の意図せ ざる結果 としてどのような社会的結果が もたらさ

れるかは,各 人の個人的行為 を調整する規則や制度 に依存 して決定されて くることになる。

制度や規則が変更されれば,個 人的行為の調整の結果 もまた変わって くる。だが,こ のよう

に,結 果 を決定するのが制度や規則であるとすれば,そ の結果の責任を個人に負わすことは

で きない。む しろ責任を負 うべきは,そ うした結果 をもたらした制度や規則であ り,そ れゆ

え,結 果が倫理的に望ましくない ものであるとすれば,制 度や規則を改革することこそが必

要 とされるのである。

このような認識から,ピ エスは,「制度的枠条件が道徳の体系的場である」 とし,「個人倫

理学にたいす る制度倫理学の優位」(DominanzderInstitutionenethikgegenUberder
35)

Individualethik)を 主張する。そ して,各 人の私的な利益追求行動が倫理的に望 ましい社会的
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結果をもたらす ような制度を見いだすことに,規 範的制度経済学の課題 を見 るのである。こ

うしたかれの主張には,コ スロフスキーやウル リッヒの ように,倫 理の規準 となる普遍的価

値の根拠づけを重視するのではな く,倫 理の実現可能性をこそ重視するという立場が明確に

現れている。すなわち,す でに述べたように,い かに普遍的価値 を根拠づけようとも,そ の

価値が成員によって共有 されない以上,そ の価値に適合 した倫理的行為を各人にとらせるこ

とを保証することはできない。む しろ,各 人が私的利益を追求 したとしても,倫 理的に望 ま

しい結果が もたらされるように制度 を作 り上げることで,は じめて倫理は実現 されうるので

ある。ここに 「ホモ ・エコノミクス」を想定する経済学の手法が経済倫理学にとって不可欠

のもの として首肯 されることになる。すなわち 「道徳 は,近 代社会においては,ホ モ ・エコ
36)

ノミクス検証で検証 された制度配置によってのみ実現され うる」のである。かれの経済倫理

学が,規 範的制度経済学あるいは 「道徳の経済理論」(OkonomischeTheoriederMoral)と

される所以である。

が,こ こで重大な問題が一つ生 じて くることになる。それは,倫 理的に望 ましい社会的結

果 というが,で はその結果が倫理的に望ましいかいなかをいかなる規準で判断するのか,と

いうことである。すでに述べたことから明 らかなように,こ の倫理的規準を,普 遍的価値の

根拠づ けをつ うじて示すことはできない。それは,ピ エスによって近代の多元主義の下では

無意味な もの として拒否 されているのである。 この問題にたい し,か れは,こ の規準 を価値
37)

か らではな く,「利益」(lnteressen)か ら根拠づ けるアプローチを主張す る。すなわち,か れ

によれば,あ る個人の利益の改善には,そ れが他者の利益を悪化 させ る場合 と,そ うではな

く他者の利益 をも改善する場合 とがあるが,倫 理的に望 ましいのは,後 者の場合にほかなら

ないのである。それゆえ,「倫理的行為 と非倫理的行為 との間の境界線は,利 他主義 と利己主

義 共同善と自利……の区別に沿って引かれ るのではなく,他 者 もまた利益 を得 るような個

人的利益追求 と,他 者の犠牲での個人的利益追求 との間の,そ れゆえ双方的利益追求 と一方
38)

的利益追求 との間の区別に沿って引かれるのである」。しか も,こ のようなある個人の利益の

改善が他者の利益の改善 をももたらすような制度であれば,あ らゆる杜会成員の合意を得 る

ことができ,こ れにより,か れが もっとも重視する倫理の実現可能性 もまた,保 証されるこ

とになるのである。

4.2福 祉国家の制度改革の方向

以上の ような認識にもとづ き,ピ エスは,実 現可能性のある倫理的に望ましい制度,す な

わち,各 人の私的利益の追求が同時に他者の利益の改善をももたらすような制度がいかなる

ものであるのか,を 明 らかにすることによって,あ るべ き経済社会の枠組みを提示 していこ

うとする。そのためにかれはまず,近 代の社会的デ ィレンマ状況においては,市 場競争のメ
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39)
カニズムが,か れの言 う意味で倫理的に望 ましい結果 をもたらすことを確認する。すなわち,

競争メカニズムは,A。 ス ミス(A.Smith)の 「見えざる手」の議論をつうじて明 らかにされ

たように,各 人(生 産者)の 私的利益の追求が同時に他者(消 費者)の 利益の改善につながる

ように,個 人的行為の調整 をなすことができるのである。それゆえ,か れによれば,「競争は

社会的協調の装置であり,協 調と競争 を対立物 として把握する通俗的見解は,短 絡的な複雑
　

性の縮減 にもとつ くものなのである」。しか しながら,競 争メカニズムは,い かなる場合でも,

倫理的に望ましい結果をもたらすわけではない。たとえば,失 業問題や環境問題のように,

各人の私的利益の追求が他者の犠牲でなされる場合 も存在する。それゆえ,競 争メカニズム

は,「規範的両面価値」(normativeAmbivalenz)を 有するということができる。こうした認

識か ら,か れは,「社会的に望 ましい行為が安定化 され,社 会的に望ましくない行為が不安定

化されう親 ように,市 場の秩序枠を形成 していく必要があると主張する.す なわち,一 方

では市場競争のメカニズムを維持するための政策が必要 とされ,同 時に他方では,そ のメカ

ニズムを補完するための政策が必要 とされ るのである。 ここに,国 家の役割が必要不可欠な

もの として位置づ けられることになるが,注 意すべ きは,国 家のなす政策,た とえば社会政

策が,社 会的協調メカニズムとしての市場競争の機能を阻害するものであってはならないと

いうことである。むしろその政策は,「社会的協調の装置 としての市場の能力を完全に展開さ

せる」 ものでな くてはならなぎ1か れによれts',福 祉国家の問題は,市 場か国家かの対立的

な二 元 論 的 思 考 に と らわ れ,そ の た め,「 市 場 の 能 力 を完 全 に展 開 させ る」 とい う視 点 で は な

く,ま さ に正 反 対 に,「 市場 に対 抗 す る社 会 政 策 」(SozialpolitikgegendenMarkt)の 視 点

に立 っ て,政 策 が 実施 され て きた こ と に あ る。 そ れ ゆ え,か れ は,福 祉 国 家 の 限 界 を克 服 す

る た め に,市 場 か 国 家 か の 対 立 軸 に た い し 「垂 直 的 ポ ジ シ ョ ニ ン グ 」(orthogonale

Positionierung)を と る政 策,す な わ ち 「市 場 の た め の 社 会 政 策 」(SozialpolitikfUrden

Markt)を 主 張 す るの で あ る。 この 市場 の た め の 社 会 政 策 は,「 市場 に お け る実 際 の 『敗 者 』

が,社 会 的 敗 者 に な って しま うの で は な く,む しろ,あ らた め て 市 場 の リス ク に か か わ りあ

う機 会 と誘 因 を得 る よ う に,補 償 をお こ な い,… … いか な る個 人 も社 会 か ら転 が り落 ち る こ

とのないように保証す罰 蕨 にほかな らない.ピ エスによれば,こ の ような政策であれば,

市場における勝者 も敗者 も合意できるものであ り,そ れゆえ,「市場に対抗する社会政策」か

ら 「市場のための社会政策」の方向に,福 祉国家の諸制度を改革 していくことが必要 とされ

るのである。

5結 び に か え て

本論において明 らかにしてきたように,コ スロフスキー,ウ ル リッヒ,そ してピエスの三

者は,そ れぞれ独 自の経済倫理学の体系を展開 し,そ の体系に もとづ き新たな経済社会の枠
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組みを構想する。 まずコスロフスキーは,現 代 を近代からポス トモダンへの転換 として位置

づけ,そ のポス トモダンにおける経済社会の枠組みを,伝 統的な自然法の立場にもとづ き,

普這的価値の根拠づけを通 して明 らかにする。そこで示されたのは,補 完性原則に依拠 した

経済社会の秩序構想であった。つ ぎにウル リッヒは,現 代をモダンの完成 を目指 した,初 期

モダンから成熟 したモダンへの発展 として位置づけ,討 議倫理学の立場 に立ち,コ ミュニケ

ーシ ョン的合理性に依拠 した経済社会の秩序枠の編成を構想する。最後 に,ピ エスは,現 代

を価値合意の不可能な時代 ととらえ,倫 理の実現可能性の視点から,普 遍的価値の根拠づけ

を批判 し,各 人の私的利益 を基礎に据えた秩序構想を展開する。

このように三者の立場は,そ れぞれきわめて独 自なものであり,そ のいずれが優れている

かを,こ こで述べ ることはで きない。 しか し,本 稿の問題関心から言えば,次 のような点 を

指摘することはできるであろう。第一 に,ピ エスは,価 値合意の不可能性から普遍的価値の

根拠づ けを無意味な もの として否定するが,は たしてそうであろうか。福祉国家の下で 「豊

かな社会」が実現 されたことによって,今 日,人 々の間では私的利益の追求 よりも,人 間的

な価値や精神的な価値 を重視す る態度が生 まれて きている。このような時代 においては,人 々

の目指すべ き価値 を根拠づける作業がどうして も必要であるように思われ る。第二に,そ う

した価値の根拠づけをなす場合には,討 議倫理学に依拠 したウル リッヒもまた 「人間の条件」

に立 ち帰 らざるをえなかったように,自 然法論 に即 した思考が必要になろう。そ して,こ の

自然法論に依拠 して,あ るべ き経済社会の枠組み もまた,明 らかにされ うると思われる。 し

か しなが ら,第 三に,普 遍的価値がいかに根拠づけられようとも,ピ エスが批判す るように,

それが実現不可能な ものであるとすれば,そ れはたんなるユー トピアにすぎなくなる。この

実現可能性を保証するものとして,最 終的 にコスロフスキーは宗教に,ウ ル リッヒは人間理

性に期待を寄せ る。 しか し,こ うした態度は,あ まりに理想主義的なものといわざるをえな

いであろう。 これにたいし,ピ エスは,制 度を整えさえすれば,人 々の倫理的行動は保証さ

れるとする。 しか しなが ら,コ スロフスキーが強調するように,人 間の行為 は,制 度のみに

よって決定 されるわけではない。だ とす るな らば,人 々の倫理的行為をいかにして保証する

かいう問題は,依 然 として残 されることになる。この問いに答えることは,経 済倫理や企業

倫理のなさを示す事件が相次いでいる今 日の事態を考 えれば,き わめて重要な課題であると

思われる。今後の課題 としたい。
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